
 
 
 

 

専門部会 3 住民生活部会 分  類 ８ 墓地・霊園 中条町担当 町民福祉課 生活環境係 担当者名  

分 科 会 3 環境衛生 調整項目 １ 区画・面積・使用料・使用制限 
 

黒川村担当 
建設課 
住民課 

環境衛生係 担当者名  

 

現     況 
記載事項 中 条 町 黒 川 村 

調 整 方 針 備  考 

 
名 称 
所在地 

 

なし 【名 称】 川合霊園 
【所在地】 黒川村大字熱田坂字川原欠 656 番地の 7 他 
【名 称】 塩沢霊園 
【所在地】 黒川村大字塩沢字道下 44 番地 

合併時に黒川村の例による。  

財政への影響額                単位：千円 

 予算額 調整後見込額 影響額（増減） 

 
 
 

区画・面積 
使 用 料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
使用の制限 

  
形   状 区 分 

 
種 別 

間 口 
ｍ 

奥 行 
ｍ 

 
墓地面積 

㎡ 

 
使用料 

円 

墓地Ａ 
（10 区画） 

3.0 3.6 10.８ 
 

100,000 
 

 
川合霊園 
 墓地Ｂ 

（１区画） 

5.4 5.5 29.7 200,000 

墓地Ａ 
（５区画） 

3.0 4.5 13.5 
 

300,000  
塩沢霊園 

墓地Ｂ 
（67 区画） 

2.0 
 

2.0 
 

4.0 
 

100,000 

上記、川合霊園墓地Ａ・墓地Ｂと塩沢霊園墓地Ａは全て使用中。 
塩沢霊園墓地Ｂ67 区画中、19 区画使用中。 
【使用料】使用料は永代使用料とする。 
墓地を使用する者は、当村に住所を有する者でなければならない。 
（ただし村長が特別の理由があると認めたときはこの限りではない。） 
管理上必要があるあると認めるときは制限を付し、必要な措置を行う。 

中条町    
黒川村    
計    関係法令等 

  
黒川村墓園条例 

備考 平成１５年度当初予算ベース 

 
行 政 制 度 調 整 表 

 


